
〇厚木愛甲環境施設組合職員の職務に専念

　する義務の特例に関する条例施行規則

（平成16年４月１日規 則 第 ７ 号）

（趣旨）

第１条　この規則は、厚木愛甲環境施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関す

る条例（平成16年厚木愛甲環境施設組合条例第６号。以下「条例」という。）の施

行について必要な事項を定めるものとする。

（職務専念義務の免除）

第２条　条例第２条第３号の規定により職務に専念する義務を免除される場合は、次

の各号の定めるところによる。

　組合及び構成市町村と密接な関係を有し、組合が指導育成を行うことを必要と

する団体の事務に従事する場合

　地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第51条第１項又は第２項の規

定により審査の請求をする場合

　地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第46条の規定によ

り勤務条件に関する措置の要求をする場合又は当該審査に当事者として出席する

場合

　法第49条の２第１項の規定により不利益処分について不服申立てをする場合又

は当該審査に当事者として出席する場合

　法第55条第８項の規定により適法な交渉を行う場合

　法第55条第11項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合

　特別職を兼ね当該職務に従事する場合

　その他管理者が必要と認めた場合

（職務専念義務免除の手続）

第３条　職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、次によ

る手続をしなければならない。

　前条第２号から第４号まで及び第６号に規定する場合は、職務専念義務免除承
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認申請書（第１号様式）を事務局長に提出するものとする。

　前条第５号に規定する場合は、職務専念義務免除承認申請書（第２号様式）

を事務局長に提出するものとする。

　前条第１号又は第７号に規定する場合は、職務専念義務免除承認申請書（第

３号様式）を事務局長に提出するものとする。ただし、任命権者が必要と認めた

ときは、直属上司の命令をもって手続をしたものとみなす。

　前条第８号の規定による場合は、別に定めるところにより前２号に準じて手続

をするものとする。

２　条例第２条第１号及び第２号に規定する場合は、直属上司の命令又は承認をもっ

て手続をしたものとみなす。

附　則

この規則は、平成16年４月１日から施行する。
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第１号様式（第３条関係）
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第２号様式（第３条関係）
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第３号様式（第３条関係）
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